
43

②出身学部

③勤務先状況

理学系（1人）

経営学・商学系
（12人）

運輸・交通（1人）

コンサルティング
（1人）

製造（3人）
情報・ソフトウェア（1人）

研究・教育（3人）

心理学系（1人）

国際機関・公官庁・
団体（3人）

農学・水産学系（1人）

金融・不動産（1人）

流通（1人）
医薬品・
医療機器関連（1人）

①年齢分布
  （平均年齢45.3歳）

30-39歳（4人）

50-59歳（4人）

60-69歳（1人）

40-49歳（6人）

＜入学者関係データ＞
平成31年度入学者／5名（男性2名，女性3名）

①年齢分布
  （平均年齢44.6歳）

②出身学部

③勤務先状況

３０-３９歳（2人）

研究・教育（1人）

コンサルティング（1人）

金融・証券（1人）

税理士事務所（1人）

50-5９歳（2人）

４０-４９歳（1人）

法学系（5人）

無職（1人）

合計

ビジネス科学研究科 【博士後期課程】

企業科学専攻企業法コース
http://www.blaw.gsbs.tsukuba.ac.jp/

　今日の企業は，事業活動のグローバル化，社会の高度情報化，価値観の多
様化等に伴って，様々な法的課題に直面しており，これらの法的課題の本質
を的確に把握し，求められる解決策を提示できる人材の育成が急務になっ
ています。すなわち，実務経験を背景とした広い視野と知識に加えて，法に
関する深い専門的知見が必要であり，社会人を対象とした大学院レベルで
の高度な法学専門教育へのニーズは益々高まっているといえます。
　本コースでは，実務と研究の相互作用を重視し，国際的な視野に立って専門の研
究分野を深めるという方針の下，外国法に関する研究をベースとしながら，多様な
法的課題に対応した研究領域を通じて多角的視点から追求する場を提供します。

【共同指導体制】
　社会人を主な対象とする博士課程であることから，ともすると狭い
研究領域に没頭しがちであるので，広い高度の知識と総合的な判断力
を有する高度の専門職業人の養成を目標として，指導教員による個別
指導に加えて,教員全員による共同指導体制をとっています。また，学
生の個別事情に応じて，できる限り弾力的な履修指導が提供されます。
【論文作成の進行管理】
　時間的制約の大きい社会人学生が最終的な研究成果である博
士論文を３年間で完成させるためには，当面の目標をはっきりさせ
つつ順次進んでいくことが必要です。そのため，論文作成のステッ
プを明確に細分化して，各ステップごとの指導の区切りをつける意
味で定期的に「中間報告会」を開催し全教員による共同指導を実
施しています。企業法学専攻（前期）と同じように，「問題解決型」の
教育を行い，創造的な学問を行うことを目指しています。

平成29年度
定員
23

志願者数
13

合格者数
9

入学者数
9

平成30年度
定員
23

志願者数
14

合格者数
9

入学者数
9

平成31年度
定員
23

志願者数
14

合格者数
6

入学者数
5

＜応募状況＞

＜修了状況＞

特　色

　主な研究領域は次のとおりです。
●専攻共通
　ビジネスと法（財産をめぐる法）,同（社会における法）
●企業のグローバル化分野
　アメリカ法，イギリス法，フランス法，ドイツ法，アジア法，外国会社
法，国際租税計画，ドイツ法原典講読，イギリス法原典講読，フラン
ス法原典講読，ｲﾀﾘｱ法原典講読，米国民事訴訟法，ドイツ民事訴訟
法，ヨーロッパ外書講読,ドイツ法判例講読，国際取引と国際私法，
外国証券法特殊講義，外国資本市場法，株式会社法文献講読
●企業組織と金融分野
　現代株式会社法，国際会社法，現代信託法，比較金融法，現代契約
法，企業組織再編と法
●情報テクノロジーと企業分野
　知的財産法による情報財保護，電子社会と法，現代知的財産法，企
業ノウハウと従業員，欧米知的財産法，アメリカ知的財産法，比較知
的財産法，知的財産法の現代的課題
●社会・経済法分野
　市場経済と競争法，比較労働法の基礎，現代社会保障法

領　域

教育方法

ビジネス科学研究科 【博士後期課程】

１. 戦略・組織
２. マーケティング
３. 会　計
４. ファイナンス

５. オペレーションズ・マネジメント
６. 統　計
７. 知識・情報技術
８. システム・ソフトウェア開発

企業科学専攻システムズ・マネジメントコース
http://www.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp/

　今日企業は，外においては経済のグローバル化，社会との複雑な
利害関係，また内においては柔軟な組織構成，急速に進歩する情報
技術の取り込みが求められ，これまでになく複雑かつ高度な『新た
な課題』に直面しています。
　これらの企業と社会システムの相互作用の中で生じるビジネス
の諸問題を研究対象として，２０単位のコースワークと６ステージの
論文指導によって，有職社会人が博士の学位を取得することを目指
すコースです。

　本コースの教育は，講義・演習方式のコースワーク（２０単位以
上）と６ステージの論文指導からなります。修士課程において基礎
知識は一通り学習していることの前提ですが，コースワークによっ
て博士論文の研究に必要な専門知識をさらに深めることが可能と
なっています。また，実際の企業経営者による講義に接することも
社会人大学院の特徴です。
　入学後，指導教員（主指導および最低２人の副指導）を選び，複数
指導制による研究指導を受けます。博士論文の作成は，“研究計画”，
“サーベイ論文”，“中間論文”等々と続く６ステージを段階的に進む
ことになります。各ステージで，指導教員のみならず多くの教員か
らコメントを得，論文を改訂して行きます。学生の負担は少なくあり
ませんが６ステージを経た後，完成された博士論文には積極的に博
士号を与えております。
　１９９８年に最初の課程博士を送り出して以来，これまで多くの企
業家や大学教員を輩出しています。

平成29年度
定員
23

志願者数
44

合格者数
17

入学者数
17

平成30年度
定員
23

志願者数
60

合格者数
16

入学者数
15

平成31年度
定員
23

志願者数
38

合格者数
16

入学者数
15

＜応募状況＞

＜入学者関係データ＞
平成31年度入学者／15名（男性13名，女性2名）

博士（経営学）

博士（システムズ・マネジメント）

8431
28年度 29年度 30年度 計

9513
28年度 29年度 30年度 計

博士（法学）

5311
28年度 29年度 30年度 計

特　色

　本専攻システムズ・マネジメントコースにおける研究領域は企業
法との共通分野のほか,以下の８分野にわたります。

領　域

教育方法

システムズ・マネジメントコースと企業法コースを合わせて23名の定員となります。

システムズ・マネジメントコースと企業法コースを合わせて23名の定員となります。

＜修了状況＞



 
 
 
 

ビジネス科学研究科 
（博士後期課程） 

 
企業科学専攻 

 
企業法コース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



大学院関係：東京キャンパス

曜日 曜日

月 月

1 2 3 4 5 6 春季休業4.1-4.8 1 2 3 4 5 開学記念日10.1

7 8 9 10 11 12 13 入学式4.6、新入生オリエンテーション4.6 6 7 8 9 10 11 12 秋学期授業開始10.1

14 15 16 17 18 19 20 春学期授業開始4.9 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

28 29 30 27 28 29 30 31

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 11.9臨時休業（入学試験実施）

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

1 1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21

16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 冬季休業12.25-1.6

30

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 31 春学期授業終了7.27 26 27 28 29 30 31

1 2 3 春ABCモジュール期末試験7.30-8.3 1

4 5 6 7 8 9 10 予備日8.6-8.8 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 夏季休業8.9-9.30 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 大学院学位記授与式3.28

29 30 29 30 31
授業
日数 ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ 授業

日数 ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮
(注)

1 ．太字は、国民の祝日に関する法律による休日（振替え休日含む）を示す。 4 ．入学式・新入生オリエンテーション・学位記授与式は で示す。
（ただし、天皇誕生日及びその翌日の振替休日、春分の日は予定である） 5 ．11月9日(土)は入学試験関係で全日臨時休業とする予定。

2 ．期末試験日は で示し、試験予備日を で示す。
3 ．休業日は で示す。 Aモジュール

Ｂモジュール
Ｃモジュール

平成３１年度学年暦カレンダー【東京地区】

春　学　期 秋　学　期

日 月 火 水 木 金 土 金 土 備考

４
月

10
月

備考 日 月 火 水 木

５
月

11
月

６
月

12
月

７
月

１
月

８
月

２
月

秋学期授業終了2.8
秋ABCモジュール期末試験
1.28-1.31, 2.15
予備日2.4-2.6
春季休業2.16-3.31

９
月

３
月



３ ビジネス科学研究科 企業科学専攻

 ① 開設授業科目
ア　専攻共通科目　(共通専門科目)

科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02FA011
企業科学共通科目I ‐ビジネスと法
I‐

1 1.0 1・2
春季休業

中
集中

小林 和子, 平嶋 竜
太, 藤澤 尚江, 潮海 
久雄, 大渕 真喜子, 
岡本 裕樹

社会において法がどのように用いられているのか
をいくつかの法領域について概説することによっ
て理解を図るものとする。統一テーマは,「財産
をめぐる法」。「物・権利と契約」,「知的財
産」,「裁判手続・執行手続」,「国際私法」の各
分野について概説を行った後,受講生各自が自己
の関心にしたがって,概説された各領域について
の制度や事件(判決)を調べ議論する。

開講日は後日掲示
西暦奇数年度開講
02RB309と同一

02FA012
企業科学共通科目II ‐ビジネスと
法II‐

1 1.0 1・2
川田 琢之,本田 光
宏,木村 真生子,渡邊 
絹子

社会において法がどのように用いられているのか
をいくつかの法領域について概説することによっ
て理解を図るものとする。統一テーマは,「社会
における法」。「労働・年金」,「税制」,「会
社」の各分野について概説を行った後,受講生各
自が自己の関心にしたがって,概説された各領域
についての制度や事件(判決)を調べ議論する。

開講日は後日掲示
西暦偶数年度開講
02RB310と同一

02FA013 企業科学共通科目III 1 1.0 1・2

本講義はビジネスの現場で生じる事象を科学的に
捉えるための知識を学習してもらうことを目的と
し,経営学,マーケティング及び情報学といったシ
ステムズ・マネジメントの要素技術を最新の話題
を講義することで学習してもらう.(情報分野)

2019年度開講せず

02FA014 企業科学共通科目IV 1 1.0 1・2

本講義はビジネスの現場で生じる事象を科学的に
捉えるための知識を学習してもらうことを目的と
し,経営学,マーケティング及び情報学といったシ
ステムズ・マネジメントの要素技術を最新の話題
を講義することで学習してもらう.(経営分野)

2019年度開講せず

02FA015 企業科学共通科目V―会計と法― 1 1.0 1・2

現在,国際会計基準理事会において会計基準の国
際的統一化がすすめられていることに鑑み,本講
では国際会計基準の制定に大きな影響を与えてい
る主要国の会計制度とその背景にある法制度の関
連について検討を行う。

西暦奇数年度開講
平成24年度までの会計と法と
同内容
2019年度開講せず

02FA016 企業科学共通科目VI 1 1.0 1・2 秋Ａ 集中 講義室6
猿渡 康文,徐 驊,牧
本 直樹,山田 雄二,
領家 美奈,尾𥔎 幸謙

本講義はビジネスの現場で生じる事象を科学的に
捉えるための知識を学習してもらうことを目的と
し,経営学,マーケティング及び情報学といったシ
ステムズ・マネジメントの要素技術を最新の話題
を講義することで学習してもらう.(数理分野)

2019年度開講予定
システムズ・マネジメント
コース時間割となるので開講
日注意。

イ　共通科目　(必修科目)

科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02FA501 企業法特別研究I 4 1.0 1 通年 随時
企業法コース研究指
導担当教員

院生が希望する「企業法研究」について,研究方
法を検討し,研究方針を立てさせる.1年次に開講
する.

履修申請は1年次の春A期間

02FA502 企業法特別研究II 4 1.0 1 通年 随時
企業法コース研究指
導担当教員

筑波大学大学院修士課程で提供されている「法文
献学パート1」の知識を応用し,我が国における過
去の研究等を調査させ,参考文献を収集・整理さ
せる.1年次に開講する. 履修申請は1年次の春A期間

02FA503 企業法特別研究III 4 1.0 1 通年 随時
企業法コース研究指
導担当教員

院生の研究テーマに関連のある「外国法」につい
て,文献を調査させ,資 料を収集・整理させる.最
後に,博士論文の研究課題を確定させる.1年次に
開講する. 履修申請は1年次の春A期間

02FA504 企業法特別研究IV 4 1.0 2 通年 随時
企業法コース研究指
導担当教員

主要参考文献(主に邦文)の講読を行い,問題点を
検討し,博士論文の内容について推敲させる.2年
次に開講する.

履修申請は2年次の春A期間

02FA505 企業法特別研究V 4 1.0 2 通年 随時
企業法コース研究指
導担当教員

主要参考文献(主に外国法)の講読を行い,問題点
を検討し,博士論文の内容について推敲させる.日
本法を中心とした比較法的研究とするか,もっぱ
ら外国法・国際法的研究とするか,この段階で決 履修申請は2年次の春A期間

02FA506 企業法特別研究VI 4 1.0 2 通年 随時
企業法コース研究指
導担当教員

問題点ごとに検討を深め,博士論文の全体構想を
作らせる.最後に,論文の中間報告を行わせる.2年
次に開講する.

履修申請は2年次の春A期間

02FA507 企業法特別研究VII 4 1.0 3 通年 随時
企業法コース研究指
導担当教員

中間報告に基づいて博士論文の最初の草稿を作成
する.その草稿を批判的に検討し,不十分な点を補
充させる.この部分では,「法文献学パート2」の
知識を応用させることになる.3年次に開講する. 履修申請は3年次の春A期間

02FA508 企業法特別研究VIII 4 1.0 3 通年 随時
企業法コース研究指
導担当教員

引用文献が適切かどうかを検討し,院生の草稿全
体にわたる見直しを行う.必要な手直しを行わせ
る.3年次に開講する.

履修申請は3年次の春A期間

02FA509 企業法特別研究IX 4 1.0 3 通年 随時
企業法コース研究指
導担当教員

博士論文の体裁等を見直し,完成に向けて最終指
導にあたる.3年次に開講する.

履修申請は3年次の春A期間

(2) 企業法コース 開設授業科目



イ　共通科目　(選択科目)
科目番号 科目名

授業
方法

単位
数

標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02FA510 現代企業法特殊講義 1 1.0 1 - 3

企業法分野における現代的課題のうち,重要なト
ピックを取り上げて講義する.

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA511 スポーツと法 1 1.0 1 - 3

スポーツをめぐる法的問題を実際に直面している
問題にも言及しつつ,オムニバス方式で検討する.
スポーツ事故,スポーツと人権,スポーツと知的財
産法,スポーツと契約などを取り上げる予定であ
る.

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA512 現代行政法 1 1.0 1 - 3
行政法の基礎を説明した後、いくつかの裁判例を
取り上げて検討する。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA513 行政法 1 1.0 1 - 3
行政法の基礎を説明した後、新聞記事を用いつつ
行政法に関するトピックについて検討・議論す
る。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA515 相続法 1 1.0 1 - 3
民法の相続法の講義を行う 2019年度開講未定

非常勤講師

02FA516 現代家族法 1 1.0 1 - 3

民法の親族法・相続法領域について、重要なト
ピックごとに講義する。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA520 企業法特殊研究I 4 1.0 1 - 3

企業法に関するトピックを取り上げ、その理論的
な問題点を掘り下げて研究する。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA521 企業法特殊研究II 4 1.0 1 - 3

企業法に関するトピックを取り上げ、その理論的
な問題点を掘り下げて研究する。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA522 企業法特殊研究III 1 1.0 1 - 3

企業法に関するトピックを取り上げ、その理論的
な問題点を掘り下げて研究する。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA523 企業法特殊研究Ⅳ 1 1.0 1 - 3
2019年度開講未定
非常勤講師

02FA524 企業法特殊研究Ⅴ 1 1.0 1 - 3
2019年度開講未定
非常勤講師

02FA525 企業法特殊研究Ⅵ 1 1.0 1 - 3
2019年度開講未定
非常勤講師

02FA530 企業法実務研究I 4 1.0 1 - 3

最新の実務の動向や裁判例を分析し、理論展開を
踏まえて、企業法の解釈・運用上の課題を検討す
る。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA531 企業法実務研究Ⅱ 1 1.0 1 - 3
2019年度開講未定
非常勤講師

02FA532 企業法実務研究Ⅲ 1 1.0 1 - 3
2019年度開講未定
非常勤講師

02FA533 企業法実務研究Ⅳ 1 1.0 1 - 3
2019年度開講未定
非常勤講師

02FA534 企業法実務研究Ⅴ 1 1.0 1 - 3
2019年度開講未定
非常勤講師

02FA535 企業法実務研究Ⅵ 1 1.0 1 - 3
2019年度開講未定
非常勤講師

ウ　専門科目　(選択科目)　【企業のグローバル化分野】
科目番号 科目名

授業
方法

単位
数

標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02FA601 アメリカ法 1 1.0 1 - 3
アメリカ法を概説する. 2019年度開講未定

非常勤講師

02FA602 イギリス法 1 1.0 1 - 3
イギリス法を概説する. 2019年度開講未定

非常勤講師

02FA603 フランス法 1 1.0 1 - 3
フランス法を概説する. 2019年度開講未定

非常勤講師

02FA604 ドイツ法 1 1.0 1 - 3
ドイツの民商法を中心として,ドイツ法の基礎的
な法原理を概説する.また,企業法に関する重要な
法律問題を重点的に論じる.

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA605 アジア法 1 1.0 1 - 3

企業がグローバルに事業展開する上で必須の機能
である「国際企業法務」を、中国・香港などのア
ジアをテーマとして概観する。将来、企業の法務
部門や事業部門で、アジア関係業務を中心に実務
的な専門性を深めて活躍したい参加者を想定して
いる。基本的な民商法・経済関係法・国際取引法
の知識を習得していることが望ましいが、必須で
はない。なお、知的財産法は扱わない。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA606 外国会社法 1 1.0 1 - 3 秋B 木7・8 119 弥永真生
2019年度は、ヨーロッパにおける会社法関連ある
いは会計制度関連の外国語文献を講読する。

西暦奇数年度開講

02FA607 国際租税計画I 1 1.0 1 - 3
国際課税法についての欧米の重要文献(英語)を講
読し、議論する

西暦奇数年度開講
2019年度開講せず

02FA608 国際租税計画II 1 1.0 1 - 3 秋AB 土7 436 本田 光宏
国際課税の最先端の問題(租税条約法に関する問
題を含む。)を論じている外国語文献を講読す
る。

西暦奇数年度開講

02FA609 国際取引と国際私法 1 1.0 1 - 3 春C 火7,8 435 藤澤 尚江

国際取引において生じる問題を,国際私法の観点
から検討する.講義内容は、原則として、受講者
の希望に応じて決定する.

02FA610 ドイツ法原典講読 1 1.0 1 - 3
ドイツ法についての基本的文献を講読する. 2019年度開講未定

非常勤講師

02FA611 イギリス法原典講読 1 1.0 1 - 3
イギリス法についての基本的文献を講読する. 2019年度開講未定

非常勤講師

02FA612 フランス法原典講読 1 1.0 1 - 3
フランス法についての基本的文献を講読する. 2019年度開講未定

非常勤講師

02FA613 米国民事訴訟法 1 1.0 1 - 3 大渕 真喜子

米国の民事訴訟法に関する文献を講読する.主に
連邦裁判所を中心とする民事訴訟手続のアウトラ
インを理解することを目的とする.講読する文献
の分野や内容は、年度によって異なる。

西暦偶数年度開講

02FA614 ドイツ民事訴訟法 1 1.0 1 - 3 春AB 土6 320 大渕 真喜子
ドイツの裁判制度,民事訴訟手続に関する文献を
講読する.

西暦奇数年度開講



科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02FA615 ヨーロッパ外書講読I 1 1.0 1 - 3 春B 水7・8 320 弥永真生

EU法またはEUの構成国の法律あるいはその動向に
関する文献を講読する.
現時点では関連当事者間取引に関する英語または
ドイツ語論文(場合によっては、その他の言語で
書かれた文献)を講読する予定である。

西暦奇数年度開講

02FA616 ドイツ法判例講読 1 1.0 1 - 3
ドイツ法についての基本的判例を講読する. 2019年度開講せず

02FA617 外国証券法特殊講義I 1 1.0 1 - 3
米国及びEUの資本市場制度について、英語の文献
を用いながら、日本法との比較検討を行う。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA619 租税法特論 1 1.0 1 - 3

配付する講義資料に従い、国税徴収法の内容、すなわち
実体法の部分としての租税債権の優先権や第二次納税義
務及び手続法の部分としての滞納処分等の手続の内容及
びその問題点について講義する。必要に応じ、民事にお
ける債権回収手続である民事執行法との比較もしながら
国税徴収法の理解を深める。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA620 イタリア法原典講読 1 1.0 1 - 3
イタリアの民事法または商事法(企業会計を含む)
に関する文献を講読する

西暦奇数年度開講
2019年度開講せず

02FA623 外国証券法特殊講義II 1 1.0 1 - 3
米国及びEUの資本市場制度について、英語の文献
を用いながら、日本法との比較検討を行う。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA624 外国資本市場法 1 1.0 1 - 3 秋C 金7,8 119 木村 真生子

諸外国の証券規制に関する基礎的な文献を講読し
たり重要な裁判例にあたること等を通じて、証券
規制の理論的な問題について検討を深める。

西暦奇数年度開講

02FA625 国際租税計画III 1 1.0 1 - 3

国際課税法についての欧米の重要文献(英語)を講
読し、議論する。

西暦偶数年度開講



科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02FA626 国際租税計画IV 1 1.0 1 - 3 本田 光宏

国際課税の最先端のトピックの中で、租税条約に
関する論点等、国際課税問題を論じる文献(英語)
を講読する.

西暦偶数年度開講

02FA629 ドイツ税法 1 1.0 1 - 3

ドイツ税法の基本的理解・知識を得ることを目的
として、課税理論および各租税制度の体系(国・
地方間)を整理した上で、法人税、所得税、消費
税(売上税)および租税手続法の概略についても講
義を行う。合わせて、EU租税法の最新の議論・判
例についても適宜言及したいと考えている。な
お、講義は原則として日本語で行うが、受講者に
は、ドイツ語の初級(大学の初修(第二)外国語)程
度の知識があると望ましい。(今後、学習予定の
場合も受講可。)なお、受講生の理解の程度また
は希望により、授業計画を多少変更することもあ
りうる旨了承されたい。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA630 国際消費者法 1 1.0 1 - 3

製品安全や消費者契約をめぐる現代消費者法の国
際的展開を、ISO国際規格などグローバルな規範
形成の現状と、EUや諸外国の法制度の発展動向と
に注目しながら検討する。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA631 ドイツ会社法 4 1.0 1 - 3

ドイツ会社法についての基本的文献を購読しなが
ら、ドイツ会社法の基礎を学ぶ。

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA632 アメリカ会社法 1 1.0 1 - 3 秋Ｃ 集中 320 萬澤 陽子

設立、株式、資金調達、株主総会、取締役会、独
立取締役、執行役員、会社と取締役との関係、組
織再編行為など多くの分野の中から、当該年度に
ふさわしいと考えられる、いくつかの重要なト
ピックを取り上げ、主としてデラウェア州会社法
及び模範事業会社法ならびに会社法に係る裁判例
及びlandmarkとなっている論文や近年の論文を題
材として、担当教員による講義形式もしくはゼミ
形式またはその組み合わせによって行う。

西暦奇数年度開講　
12/11,12/18,1/11,1/18,1/25
水曜:7-8限、土曜4-5限

02FA633 アメリカ証券取引法 1 1.0 1 - 3 萬澤 陽子

主として1934年証券取引所法及び1933年証券法、
証券取引委員会(SEC)によるエンフォースメン
ト、州法・コモンローなどがカバーしている証券
取引に係る法を範囲として、当該年度にふさわし
いと考えられる、いくつかの重要なトピックを取
り上げ、制定法としての連邦法(主として証券法
及び証券取引所法)・州法およびそれらに係る裁
判例のみならず、コモンローとして証券取引に関
して形成されてきた法準則及びlandmarkとなって
いる論文や近年の論文を題材として、担当教員に
よる講義形式もしくはゼミ形式またはその組み合
わせによって行う。

西暦偶数年度開講

ウ　専門科目　(選択科目)　【企業組織と金融分野】
科目番号 科目名

授業
方法

単位
数

標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02FA701 現代株式会社法 1 1.0 1 - 3 弥永 真生

株式会社法における解釈上および法政策上の現代
的諸問題を取り上げ,比較法的観点も考慮する.具
体的なテーマの選択については,受講者と相談の
上,決定する.

西暦偶数年度開講

02FA702 企業組織再編と法 1 1.0 1 - 3
敵対的企業買収等の企業組織再編の今日的課題に
ついて,わが国の法状況を米国等の法状況と比較
しながら,検討を行う.

西暦奇数年度開講
2019年度開講せず

02FA705 現代信託法 1 1.0 1 - 3

信託法の講義を前提として,ライフプランニング
あるいは財産の承継との関連での信託の利用,い
わゆる商事信託,資産流動化という経済活動にお
ける信託の利用など,現代的な信託を巡る諸問
題・トピックを取り上げる.

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA706 比較金融法 1 1.0 1 - 3 弥永 真生
諸外国における金融法関連文献を講読する. 西暦偶数年度開講

02FA707 現代契約法 1 1.0 1 - 3 小林 和子
契約法領域における現代的トピックについて扱
う.

西暦偶数年度開講

02FA708 国際会社法 1 1.0 1 - 3 秋A 水7,8 320 大塚　章男
国際的な企業活動に提起される国内外の会社法上
の現代的諸問題を,比較法的観点を入れつつ,検討
を行う.

西暦奇数年度開講

02FA713 現代民事金融法 1 1.0 1 - 3 春B 土4,5 436 岡本 裕樹

契約交渉・担保・弁済・債権譲渡・債権回収・債
権保全などに関する最近の裁判例や文献に現れた
民法解釈論上の問題を取り扱う。日本法のほか、
ドイツ法の素材を取り扱うこともある。



ウ　専門科目　(選択科目)　【情報テクノロジーと企業分野】
科目番号 科目名

授業
方法

単位
数

標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02FA803 知的財産法による情報財保護 1 1.0 1 - 3 平嶋 竜太

情報財保護法制という視点を中心に据えて今日の
知的財産法全般における諸問題を取り扱う.講義
形式としては最新の文献購読を基にした議論を基
本とする.法解釈論に限ることなく,制度論,政策
論等の多様な視点からの文献も検討することを視
野に入れる.

西暦偶数年度開講

02FA804 企業ノウハウと従業員 1 1.0 1 - 3
春C(春学
期集中)

応談 川田琢之、平嶋竜太

(川田担当部分)企業とその従業員との関係におけ
る企業ノウハウの保護をめぐって生ずる法的問題
に関し,企業秘密保持義務,競業避止義務などの労
働法上の問題を中心に検討する.

(平嶋担当部分)企業ノウハウを,企業組織内に存
在する経済的価値を有する情報財一般を包含する
概念として広く捉えた上で,知的財産法各法によ
る保護のあり方,各知的財産権の帰属を巡る課題,
等を中心に検討することを予定する.

西暦奇数年度開講

02FA805 電子社会と法 1 1.0 1 - 3
電子社会における国内外の法的な問題をとりあげ
て検討する。

2019年度開講せず

02FA806 現代知的財産法 1 1.0 1 - 3 潮海 久雄

知的財産法(特許法、著作権法、商標法、不正競
争防止法ほか)における現代の重要課題につい
て、欧米との比較法をとおして検討する。

英語の文献を読めることが必
要である。
2019年度開講せず

02FA807 欧米知的財産法 1 1.0 1 - 3 春AB 土4 320 潮海 久雄

欧米の知的財産法における問題点や近年の動向を
検討する.

英語の文献を読めることが必
要である。
不定期開講

02FA808 アメリカ知的財産法 1 1.0 1 - 3 秋C 土2,3 320 潮海 久雄

米国の知的財産法の法制度・裁判例について,英
語資料を参照しつつ,比較法的検討を行う.

英語の文献を読めることが必
要である。
不定期開講

02FA809 比較知的財産法 1 1.0 1 - 3

知的財産法の制度・運用について比較法の検討を
行う.

英語の文献を読めることが必
要である。
2019年度開講せず
不定期開講

02FA810 知的財産法の現代的課題 1 1.0 1 - 3

知的財産法が抱える現代の諸問題を多角的に検討
する.

英語の文献を読めることが必
要である。
2019年度開講せず
不定期開講

02FA811 外国知的財産法 1 1.0 1 - 3 潮海 久雄

知的財産法の国際的な問題点や近年の動向を検討
する.

英語の文献を読めることが要
件である。
2019年度開講せず

ウ　専門科目　(選択科目)　【社会･経済法分野】
科目番号 科目名

授業
方法

単位
数

標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02FA903 比較労働法の基礎 1 1.0 1 - 3 通年 応談 川田琢之

アメリカ合衆国,欧州等の外国の労働法に関する
判例・文献の講読と適宜の解説を通じて労働法分
野における比較法研究の基礎の習得を図る.

西暦奇数年度開講

02FA904 現代社会保障 1 1.0 1 - 3
企業年金,医療保障,比較福祉国家論など社会保障
における現代的テーマを取り上げる.

2019年度開講未定
非常勤講師

02FA905 市場経済と競争法 1 1.0 1 - 3

独占禁止法(競争法)について理解を一層深めるた
め、競争法に係る文献の講読・議論を行うほか、
適宜、競争法に関連した学生の研究テーマについ
て報告・議論を行う。

西暦偶数年度開講

02FA911 現代社会保障法 1 1.0 1 - 3 春学期 応談 渡邊 絹子

社会保障法における主要な問題を取り上げ、比較
法的観点も考慮しつつ検討を行う。

02FA912 比較労働法の基礎II 1 1.0 1 - 3 川田 琢之

アメリカ合衆国、欧州等の外国の労働法に関する
判例・文献の講読と適宜の解説を通じて労働法分
野における比較法研究の基礎の習得を図る。

西暦偶数年度開講
「比較労働法の基礎」と同様
のねらいを持った科目であ
り、両科目を隔年で開講す
る。講読文献は両科目で異な
るものとし、どちらを先に受
講してもよい。



企業法学専攻・企業科学専攻企業法コース （平成31年度）時間割
月 火 水 木 金 土

01LA401
著作権法I
潮海　久雄
119
01LA207
債権保全・回収法
小林 和子
558
01LA401
著作権法I
潮海　久雄
119
01LA207
債権保全・回収法
小林 和子
558
01LA223
民事訴訟法
大渕 真喜子
119

02FA807
欧米知的財産法

潮海 久雄
320

01LA223
民事訴訟法
大渕 真喜子
119

01LA236
租税手続法
本田 光宏
119

02FA614
ドイツ民事訴訟法

大渕 真喜子
320

01LA201 01LA221 01LA231 01LA103
契約法I 実務租税法学 コーポレート・ファイナンス 現代商法の基礎
岡本 裕樹 本田 光宏 弥永真生 木村 真生子
117 119 119 119

01LA302 01LA513
国際取引法 社会保障法
大塚 章男 渡邊 絹子
117 117
01LA512 01LA311
労働関係法 国際私法
川田 琢之 藤澤 尚江
435 431

01LA201 01LA512 01LA231 01LA103
契約法I 労働関係法 コーポレート・ファイナンス 現代商法の基礎
岡本 裕樹 川田 琢之 弥永真生 木村 真生子
117 435 119 119

01LA302 01LA513
国際取引法 社会保障法
大塚 章男 渡邊 絹子
117 117

01LA311
国際私法
藤澤 尚江
431

集中
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

01LA001 法文献学 春A 集中 企業法学専攻各教員 春Aの申請期間

応談
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

01LA139 知的財産法判例演習I 春学期 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

01LA159 知的財産法判例演習Ⅱ 春学期 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

01LA132 社会保障法演習 春学期 応談 渡邊 絹子 春Aの申請期間

01LA228 商事法研究II 通年 応談 弥永 真生,木村 真生子 春Aの申請期間

01LA234 租税法研究II 通年 応談 本田　光宏 春Aの申請期間

01LA246 民事法研究II 通年 応談 岡本 裕樹,小林 和子 春Aの申請期間

01LA508 労働判例研究II 通年 応談 川田琢之、渡邊絹子 春Aの申請期間

01LA515 社会保障法の現代的課題 春学期 応談 渡邊 絹子 春Aの申請期間

01LA312 中東・湾岸諸国法 通年 応談 川村　藍 春Aの申請期間

02FA911 現代社会保障法 春学期 応談 渡邊 絹子 春Aの申請期間

02FA903 比較労働法の基礎 通年 応談 川田琢之 春Aの申請期間

4時限

（13:45～

15:00）

5時限

（15:10～

火

6時限

（16:35～

2時限

（10:20～

11:35）

2時限

（10:20～

11:35）

3時限

（11:45～

13:00）

開講日 休業日

春Ａ
3時限

（11:45～

13:00）

4/3,4/4,4/5,4/7開講

開講時間はすべて10:00-12:00
西暦奇数年度開講

西暦奇数年度開講。開講時間はすべて14:00-16:00。開講日は
専攻HPに掲載。

西暦奇数年度開講。開講時間は13:30-17:00予定。開講日は専
攻掲示板で掲示。

西暦奇数年度開講

備考

水 木 金

21:00）

19:35）

8時限

（19:45～

7時限

（18:20～

4時限

（13:45～

15:00）

5時限

（15:10～

16:25）

6時限

（16:35～

月

16:25）

21:00）

7時限

（18:20～

19:35）

8時限

（19:45～

備考

西暦奇数年度開講



企業法学専攻・企業科学専攻企業法コース （平成31年度）時間割
月 火 水 木 金 土

01LA401
著作権法I
潮海　久雄
119
01LA207
債権保全・回収法
小林 和子
558
01LA309
国際課税法Ⅰ

（11:45～ 本田 光宏 （11:45～
320
01LA401
著作権法I
潮海　久雄
119
01LA207
債権保全・回収法
小林 和子
558

4時限 01LA223 4時限
民事訴訟法

（13:45～ 大渕 真喜子 （13:45～
119

02FA807
欧米知的財産法

潮海 久雄
320

02FA713
現代民事金融法

岡本 裕樹
436

01LA223
民事訴訟法
大渕 真喜子
119

02FA713
現代民事金融法

岡本 裕樹
436

01LA236
租税手続法
本田 光宏
119

02FA614
ドイツ民事訴訟法

大渕 真喜子
320

01LA202 01LA221 01LA513 01LA210
契約法II 実務租税法学 社会保障法 会社法
岡本 裕樹 本田 光宏 渡邊 絹子 木村 真生子
117 119 117 119
01LA232 01LA302 01LA405
支払決済法 国際取引法 不正競争防止法
弥永真生 大塚 章男 平嶋 竜太
320 117 320

02FA615 01LA311
ヨーロッパ外書講読I 国際私法

弥永真生 藤澤 尚江
320 431

01LA512
労働関係法
川田 琢之
435

01LA202 01LA302 01LA513 01LA210
契約法II 国際取引法 社会保障法 会社法
岡本 裕樹 大塚 章男 渡邊 絹子 木村 真生子
117 117 117 119
01LA232 02FA615 01LA405
支払決済法 ヨーロッパ外書講読I 不正競争防止法
弥永真生 弥永真生 平嶋 竜太
320 320 320

01LA512 01LA311
労働関係法 国際私法
川田 琢之 藤澤 尚江
435 431

応談
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

01LA139 知的財産法判例演習I 春学期 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

01LA159 知的財産法判例演習Ⅱ 春学期 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

01LA132 社会保障法演習 春学期 応談 渡邊 絹子 春Aの申請期間

01LA228 商事法研究II 通年 応談 弥永 真生,木村 真生子 春Aの申請期間

01LA234 租税法研究II 通年 応談 本田　光宏 春Aの申請期間

01LA246 民事法研究II 通年 応談 岡本 裕樹,小林 和子 春Aの申請期間

01LA508 労働判例研究II 通年 応談 川田琢之、渡邊絹子 春Aの申請期間

01LA515 社会保障法の現代的課題 春学期 応談 渡邊 絹子 春Aの申請期間

01LA312 中東・湾岸諸国法 通年 応談 川村　藍 春Aの申請期間

02FA911 現代社会保障法 春学期 応談 渡邊 絹子 春Aの申請期間

02FA903 比較労働法の基礎 通年 応談 川田琢之 春Aの申請期間

（18:20～

（19:45～

21:00）

19:35）

15:00）

5時限

開講時間はすべて10:00-12:00
西暦奇数年度開講

西暦奇数年度開講。開講時間はすべて14:00-16:00。開講日は
専攻HPに掲載。

西暦奇数年度開講

21:00）

5時限

（15:10～

16:25）

6時限

（16:35～

7時限

（18:20～

2時限

（10:20～

11:35）

3時限

13:00）

3時限

春Ｂ
2時限

（10:20～

11:35）

13:00）

（15:10～

16:25）

6時限

開講日

（16:35～

7時限

8時限

休業日

月 火 水

15:00）

19:35）

8時限

備考

（19:45～

木 金

西暦奇数年度開講。開講時間は13:30-17:00予定。開講日は専
攻掲示板で掲示。

西暦奇数年度開講



企業法学専攻・企業科学専攻企業法コース （平成31年度）時間割
月 火 水 木 金 土

01LA406
商標法
潮海 久雄
436
01LA101
現代民法の基礎
小林 和子
119
01LA406
商標法
潮海 久雄
436
01LA101
現代民法の基礎
小林 和子
119
01LA309
国際課税法Ⅰ
本田　光弘
320
01LA146
契約法・損害賠償法演習
小林 和子
436

01LA146
契約法・損害賠償法演習
小林 和子
436

17:50） 17:50）

02FA609 01LA221 01LA513 01LA210
国際取引と国際私法 実務租税法学 社会保障法 会社法

藤澤 尚江 本田 光宏 渡邊 絹子 木村 真生子
435 119 117 119

01LA512 01LA151
労働関係法 民事手続法演習I
川田 琢之 大渕 真喜子
435 320

01LA311
国際私法
藤澤 尚江
431

02FA609 01LA512 01LA513 01LA210
国際取引と国際私法 労働関係法 社会保障法 会社法

藤澤 尚江 川田 琢之 渡邊 絹子 木村 真生子
435 435 117 119

01LA151
民事手続法演習I
大渕 真喜子
320
01LA311
国際私法
藤澤 尚江
431

集中
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

01LA150 会社法特殊講義I 夏季休業中 応談 弥永 真生 春Aの申請期間

応談
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

02FA804 企業ノウハウと従業員 春C(春学期集中) 応談 川田琢之、平嶋竜太 春Cの申請期間

01LA139 知的財産法判例演習I 春学期 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

01LA159 知的財産法判例演習Ⅱ 春学期 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

01LA132 社会保障法演習 春学期 応談 渡邊 絹子 春Aの申請期間

01LA228 商事法研究II 通年 応談 弥永 真生,木村 真生子 春Aの申請期間

01LA234 租税法研究II 通年 応談 本田　光宏 春Aの申請期間

01LA246 民事法研究II 通年 応談 岡本 裕樹,小林 和子 春Aの申請期間

01LA508 労働判例研究II 通年 応談 川田琢之、渡邊絹子 春Aの申請期間

01LA515 社会保障法の現代的課題 春学期 応談 渡邊 絹子 春Aの申請期間

01LA312 中東・湾岸諸国法 通年 応談 川村　藍 春Aの申請期間

02FA903 比較労働法の基礎 通年 応談 川田琢之 春Aの申請期間

02FA911 現代社会保障法 春学期 応談 渡邊 絹子 春Aの申請期間

（11:45～

13:00）

春Ｃ

備考

火

備考

（18:20～

19:35）

11:35）

（10:20～

（15:10～

16:25）

2時限

4時限

（13:45～

15:00）

5時限

（19:45～

21:00）

8時限

6時限

7時限

3時限

6時限

7時限

（18:20～

19:35）

8時限

（19:45～

21:00）

西暦奇数年度開講。開講時間は13:30-17:00予定。開講日は専
攻掲示板で掲示。

（11:45～

西暦奇数年度開講。開講時間はすべて14:00-16:00。開講日は
専攻HPに掲載。

3時限

開講日 休業日

4時限

月

（13:45～

15:00）

5時限

（15:10～

16:25）

13:00）

2時限

（10:20～

11:35）

水 木 金

西暦奇数年度開講

本年度のみ開講

西暦奇数年度開講

開講時間はすべて10:00-12:00
西暦奇数年度開講

西暦奇数年度開講



企業法学専攻・企業科学専攻企業法コース （平成31年度）時間割
月 火 水 木 金 土

01LA410
国際知的財産法
潮海 久雄
320

01LA310
国際課税法II
本田 光宏
119
01LA143
知的財産法演習
潮海 久雄
436

01LA237
租税争訟法
大野　雅人
119

01LA204 01LA221 01LA215 01LA217 02FA608
不動産法 実務租税法学 企業会計法 金融商品取引法 国際租税計画II
岡本 裕樹 本田 光宏 弥永 真生 木村 真生子 本田 光宏
119 119 119 117 436

01LA514 01LA226

企業の組織・活動と労働法 倒産処理法

川田 琢之 大渕 真喜子
117 119

02FA708
国際会社法
大塚　章男

320

01LA204 01LA141 01LA215 01LA217
不動産法 労働法演習I 企業会計法 金融商品取引法
岡本 裕樹 川田琢之 弥永 真生 木村 真生子
119 117 119 117

02FA708 01LA226
国際会社法 倒産処理法
大塚　章男 大渕 真喜子

320 119

集中
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

02FA016 企業科学共通科目VI 秋Ａ 集中
猿渡 康文,徐 驊,牧本 直
樹,山田 雄二,領家 美奈,尾
𥔎 幸謙

秋Aの申請期間

応談
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

01LA407 デザイン法 秋学期 応談 平嶋 竜太 秋Aの申請期間

01LA228 商事法研究II 通年 応談 弥永 真生,木村 真生子 春Aの申請期間

01LA234 租税法研究II 通年 応談 本田　光宏 春Aの申請期間

01LA246 民事法研究II 通年 応談 岡本 裕樹,小林 和子 春Aの申請期間

01LA403 特許法I 秋学期 応談 平嶋 竜太 秋Aの申請期間

01LA312 中東・湾岸諸国法 通年(応談) 土 川村　藍 春Aの申請期間

01LA153 金融法実務(イスラム金融) 秋A 応談 川村　藍 秋Aの申請期間

02FA903 比較労働法の基礎 通年 応談 川田琢之 春Aの申請期間

（15:10～

16:25）

6時限

（16:35～

17:50）

7時限

（18:20～

19:35）

8時限

2時限

西暦奇数年度開講。開講時間はすべて14:00-16:00。開講日は
専攻HPに掲載。

開講日

秋Ａ

4時限

（10:20～

11:35）

3時限

（11:45～

（13:45～

15:00）

5時限

（15:10～

16:25）

休業日

11:35）

2019年度開講予定
システムズ・マネジメントコース時間割となるので開講日注意。

2時限

（10:20～

6時限

（16:35～

17:50）

7時限

（18:20～

19:35）

8時限

（19:45～

（13:45～

15:00）

5時限

（19:45～

21:00）

3時限

（11:45～

4時限

21:00）

13:00） 13:00）

月 火 水 木 金

西暦奇数年度開講

備考

開講時間はすべて10:00-12:00
西暦奇数年度開講

備考

西暦奇数年度開講

西暦奇数年度開講。開講時間は13:30-17:00予定。開講日は専
攻掲示板で掲示。



企業法学専攻・企業科学専攻企業法コース （平成31年度）時間割
月 火 水 木 金 土

01LA410
国際知的財産法
潮海 久雄
320

01LA310
国際課税法II
本田 光宏
119
01LA143
知的財産法演習
潮海 久雄
436
01LA138
担保法演習
岡本 裕樹
434

01LA138
担保法演習
岡本 裕樹
434

01LA237
租税争訟法
大野　雅人
119

01LA204 01LA221 01LA308 01LA136 02FA608
不動産法 実務租税法学 国際民事訴訟法 金融商品取引法演習 国際租税計画II
岡本 裕樹 本田 光宏 藤澤 尚江 木村 真生子 本田 光宏
119 119 320 117 436

01LA514 02FA606 01LA226
企業の組織・活動と労働法 外国会社法 倒産処理法
川田 琢之 弥永真生 大渕 真喜子
117 119 119

01LA204 01LA141 01LA308 01LA136
不動産法 労働法演習I 国際民事訴訟法 金融商品取引法演習
岡本 裕樹 川田琢之 藤澤 尚江 木村 真生子
119 117 320 117

02FA606 01LA226
外国会社法 倒産処理法

弥永真生 大渕 真喜子
119 119

応談
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

01LA407 デザイン法 秋学期 応談 平嶋 竜太 秋Aの申請期間

01LA228 商事法研究II 通年 応談 弥永 真生,木村 真生子 春Aの申請期間

01LA234 租税法研究II 通年 応談 本田　光宏 春Aの申請期間

01LA246 民事法研究II 通年 応談 岡本 裕樹,小林 和子 春Aの申請期間

01LA403 特許法I 秋学期 応談 平嶋 竜太 秋Aの申請期間

01LA312 中東・湾岸諸国法 通年 応談 川村　藍 春Aの申請期間

02FA903 比較労働法の基礎 通年 応談 川田琢之 春Aの申請期間

西暦奇数年度開講

西暦奇数年度開講

3時限

（11:45～

13:00）

4時限

（13:45～

15:00）

5時限

（15:10～

16:25）

11:35）

8時限

2時限

（10:20～

（19:45～

（16:35～

17:50）

7時限

6時限

（18:20～

19:35）

金

6時限

21:00）

8時限

（19:45～

21:00）

3時限

（11:45～

4時限

（13:45～

15:00）

5時限

（15:10～

13:00）

（16:35～

17:50）

7時限

（18:20～

19:35）

16:25）

（10:20～

2時限

11:35）

開講時間はすべて10:00-12:00
西暦奇数年度開講

西暦奇数年度開講。開講時間は13:30-17:00予定。開講日は専
攻掲示板で掲示。

月 火 水 木

西暦奇数年度開講。開講時間はすべて14:00-16:00。開講日は
専攻HPに掲載。

秋Ｂ
開講日 休業日

備考



企業法学専攻・企業科学専攻企業法コース （平成31年度）時間割
月 火 水 木 金 土

02FA808
アメリカ知的財産法

潮海 久雄
320

01LA104
損害賠償法
小林 和子
119

02FA808
アメリカ知的財産法

潮海 久雄
320

01LA104
損害賠償法
小林 和子
119
01LA307
ヨーロッパ契約法
小林和子
119

01LA307
ヨーロッパ契約法
小林和子
119

01LA221 01LA140 02FA624
実務租税法学 国際私法演習 外国資本市場法
本田 光宏 藤澤 尚江 木村 真生子
119 435 119

01LA140 02FA624
国際私法演習 外国資本市場法
藤澤 尚江 木村 真生子
435 119

集中
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

02FA011
企業科学共通科目I ‐ビジ
ネスと法I‐

春季休業中 集中
小林 和子, 平嶋 竜太, 藤澤 尚
江, 潮海 久雄, 大渕 真喜子, 岡
本 裕樹

後日掲示

02FA632 アメリカ会社法 秋Ｃ 集中 萬澤 陽子 秋Ｃの申請期間

応談
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

01LA407 デザイン法 秋学期 応談 平嶋 竜太 秋Aの申請期間

01LA228 商事法研究II 通年 応談 弥永 真生,木村 真生子 春Aの申請期間

01LA234 租税法研究II 通年 応談 本田　光宏 春Aの申請期間

01LA246 民事法研究II 通年 応談 岡本 裕樹,小林 和子 春Aの申請期間

01LA403 特許法I 秋学期 応談 平嶋 竜太 秋Aの申請期間

01LA312 中東・湾岸諸国法 通年 応談 川村　藍 春Aの申請期間

02FA903 比較労働法の基礎 通年 応談 川田琢之 春Aの申請期間

西暦奇数年度開講　12/11,12/18,1/11,1/18,1/25
水曜:7-8限、土曜4-5限

西暦奇数年度開講

西暦奇数年度開講

開講時間はすべて10:00-12:00
西暦奇数年度開講

備考

西暦奇数年度開講。開講時間はすべて14:00-16:00。開講日は
専攻HPに掲載。

西暦奇数年度開講。開講時間は13:30-17:00予定。開講日は専
攻掲示板で掲示。

備考
開講日は後日掲示
西暦奇数年度開講
02RB309と同一

5時限

（15:10～

16:25）

2時限

21:00）

5時限

（15:10～

16:25）

（16:35～

17:50）

7時限

（18:20～

19:35）

6時限

8時限

（19:45～

21:00）

6時限

（16:35～

17:50）

7時限

（18:20～

19:35）

8時限

（19:45～

月 火 水

13:00）

4時限

（13:45～

15:00）

2時限

（10:20～

11:35）

3時限

（11:45～

3時限

（11:45～

13:00）

4時限

（13:45～

15:00）

11:35）

（10:20～ 秋Ｃ
開講日 休業日

木 金



②  履修方法等 

 

１．企業科学専攻の開設授業科目のうち，専攻共通科目及び企業法コースの開講科目を中心に，必修科目９単位を含む 

 ２０単位以上を履修すること。 

  なお，大学院共通科目，他研究科・他専攻，他コースで修得した単位のうち，所定の要件を満たすものについては， 

教員会議の議を経て，最大３単位を上限として本コースの修了要件に算入することができる。 

 

２．授業時間割は，２年間で，必修科目を除くすべての選択科目を履修できるように編成している。学生は各自の履修 

計画をたてて，１年次・２年次及び３年次にバランスよく配分して単位を履修することが望ましい。 

 

３．博士論文の作成指導は，主として必修・企業法特別研究Ⅰ～Ⅸで行われるが，次のような指導体制のもとに，一応 

 ６つのステージを踏んで完成に導くことを予定している。 

 

 Ａ．指導体制： 

 （ａ）コース会議で指名する１名(または２名)の『指導教員による指導』と，企業法コース教員全員で構成する(中 

   間報告会における)『全体指導会議による指導』を並行して行う。 

 （ｂ）『指導教員による指導』は常時行うが，『全体指導会議による指導』はステージごとに行う。 

 Ｂ．ステージ制: 

  次のような予定で，論文の作成と指導を行う。 

   １年次 第１ステージ（研究計画書を作成する） 

    〃  第１回中間報告会・第２ステージ（全体の構想の明確化・サーベイ論文） 

    〃  論文のいくつかの核となる部分を具体的に調査・執筆する 

   ２年次 ２年次第１回中間報告会・第３ステージ（中間論文の作成・共同指導） 

    〃  論文のいくつかの核となる部分を具体的に調査・執筆する 

    〃  ２年次第２回中間報告会（全体の輪郭が明らかになる） 

   ３年次 第４ステージ（論文ドラフトを作成する）・最終中間報告会（共同指導） 

    〃  第５ステージ（論文を確定し予備審査に入る） 

    〃  第６ステージ（正規の審査手続・課程修了） 

  以上のスケジュールは，一応の目安に留まり，学生個人の進度に合わせた柔軟な運用を行う。 

  中間報告会は，論文作成の進行状況を把握し，適宜これに指導を与える機会として位置づける。 

  各段階ごとにテストし，次のステージへの進級をチェックするというような扱いはしない。 

  なお，博士論文中間報告会は，原則として①１年次の１１月，②２年次の６月，③２年次の１２月，④最終論文作 

 成直前の７月に行う。 

 

４．本専攻企業法コースに３年以上在学し，本コースの必修科目の単位をすべて含む合計２０単位以上を修得した上， 

本コースの定める規則に従って学位論文を完成し，その審査及び最終試験に合格した者には「博士（法学）」の学位 

が授与される。 

 

５．開設年度または単位数が異なる同一科目を修得した場合、修了要件として認められるのは、早い年度に修得した方

の科目のみである。後に修得した科目は、「その他」の科目区分として登録され、修了要件としては認められない。 
 

 注1：履修方法は，原則としてそれぞれの入学年度の便覧に記載されている履修方法に従うこと。 

 注2：在学期間中にカリキュラムの変更が行われ，当該科目がなくなった場合には，必要に応じて科目の読み替えを 

    行う。 

 



ビジネス科学研究科　企業科学専攻　企業法コース（博士後期課程）

【履修方法・修了要件】

科目区分 科目群 条件又は科目名等 修得単位数

必修
　企業法特別研究Ⅰ～Ⅸ

９

選択

企業法コース専門科目 選択 11

企業科学専攻共通科目 選択

修了単位数 ２０

◆　修了要件等

　本コースに３年以上在学し，上記の履修方法に従って合計２０単位以上を修得した上，本コースの規定に従っ
て学位論文を完成し，その審査及び最終試験に合格した者には，「博士（法学）」の学位が授与される。

◆　その他

　上記に記載する外、履修に際しての補足事項については別紙「履修方法等」を、早期修了を含む課程修了の
プロセスについては別紙「課程修了と学位授与について」を参照。

履修方法・修了要件

専門科目

企業法コース共通科目

※　履修上の注意

・大学院共通科目、他研究科・他専攻・他コースの科目については、教員会議の議を経て、最大３単位を上限に
修了要件として認定することができる。



③ 課程修了と学位授与について 

[標準修了] 修業年限:３年 

(a)コースに標準修業年限（3 年）以上在学し，(b)本コースが定める履修要件に沿って合計２

０単位以上を修得した上，(c)本コースの定める規則に従って博士論文を完成し，その学位審査

及び最終試験に合格することにより，課程修了と学位授与が認められる形態である。 

 

[在来型早期修了] 修業年限:１年以上３年未満 

指導教員等からの推薦を受け，研究科に設置された検討委員会で「優れた研究業績を上げた者」

(*1)として認定されたものについて，特別に修業年限を短縮し，課程修了と学位授与が認められ

る形態である。 

該当者は，(a)コースに１年以上３年未満在学し，(b) 本コースが定める履修要件に沿って合

計２０単位以上を修得した上，(c)本コースの定める規則に従って博士論文を完成し，その学位

審査及び最終試験に合格することにより，課程修了と学位授与が認められる 

(*1) 優れた研究業績を上げた者の満たすべき基準は，「当該候補者の在学中における研究成

果が２編以上の学術論文として採択されており，かつ，他の１編に相当する論文又はそれに相当

する著作物（特許等を含む）が一般の学術論文誌等の採択基準を満たしていると判断できること」

である。 

 

 [早期修了プログラム] 修業年限:１年 

入学前の同プログラムの履修認定審査において，一定の研究業績を有し１年以内に博士の学位

取得に到達可能なレベルとの認定を受けたものについて適用する形態である。 

在学中は所定の達成度評価を課し、修了に際しては「在来型早期修了」と同様に「優れた研究

業績を上げた者」(*2)としての認定が必要となる。 

 該当者は，(a)コースに１年在学し，(b) 本コースが定める履修要件に沿って合計２０単位以

上を修得した上，(c)本コースの定める規則に従って博士論文を完成し，その学位審査及び最終

試験に合格することにより，課程修了と学位授与が認められる。 

なお，当該プログラム履修者が 1年で課程を修了できない場合は，標準修了あるいは在来型早

期修了を目指すことになる。 

(*2) 優れた研究業績を上げた者の満たすべき基準は，「当該候補者の在学中における研究成

果が１編以上の学術論文として採択されており，かつ，当該候補者の研究成果２編が論文又はそ

れに相当する著作物（特許等を含む）として高い水準にあると認められること」である。 

 

注 1   在来型あるいは早期修了プログラムにより早期修了を目指す者で，修士課程を早期修了

した者については，修士課程及び博士課程の在学期間を合わせて３年以上の在学が必要である。 

注 2   本コースにおける課程編成，研究指導，６ステージ制の博士論文作成プロセス等は，す

べて標準修了を前提として基本骨格が作られているが，在来型早期修了あるいは早期修了プログ

ラムも適用可能なように組み立てられている。 

注 3   いずれの場合も，勤務の都合や論文の作成状況に応じて，標準修業年限（３年）に加え、

在学期間の延長（通算２年）や休学（通算３年）を組み合わせることで，最大８年間まで在籍す

ることが可能である。 
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